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新監査公表第8号 

 平成 30 年度包括外部監査の結果に基づく措置について、新潟市長から通知があったので、地方自治法（昭和 22

年法律第67号）第252条の38第6項の規定により以下のとおり公表します。 

令和2年12月24日 

新潟市監査委員  高 井 昭一郎 

   同     伊 藤 秀 夫 

  同     風  間 ルミ子 

 同     竹  内     功 

平成30年度包括外部監査 

「水道事業及び下水道事業に係る財務事務の執行及び管理の状況」 

新潟市長が講じた措置 

監査結果
報告書
の 頁

担当部署 指摘事項等 
措置状況の内容等 

令和元年度 令和 2年度 

66 水道局
（経営管
理課）

下水道部
（経営企
画課）

意見 №1
Ⅱ 水道事業及び下水道

事業に共通する事項
1 組織
水道事業と下水道事
業の統合

水道事業と下水道事業は
共通する事務が多く、水道
事業と下水道事業を統合し
ている自治体は少なくな
い。財務管理強化、事務の
効率化、人員削減等の観点
から、水道局と下水道部の
統合を検討することが望ま
れる。

【水道局】【下水道部】
水道事業と下水道事業の統

合にあたっては、官民連携や
広域連携の推進、人材確保･
育成方針、庁舎･事業所の再
編や、下水道事業の地方公営
企業法全部適用の適否や雨水
の取扱いなど様々な課題があ
ることから、今後、メリット
とデメリットを踏まえた慎重
な検討を行ってまいります。

【検討中】

【水道局】【下水道部】
現在、統合する場合に調整

が必要となる事務の洗い出し
を含め、水道局と下水道部の
担当者による検討を進めてい
ます。
令和 3 年度中に、一定の方

向性を出せるよう、検討作業
を進めてまいります。

【検討中】

75 水道局
（管路課）

下水道部
（経営企
画課・下
水道計画
課）

意見 №4
Ⅱ 水道事業及び下水道

事業に共通する事項
4 財産管理及び物品

管理
固定資産台帳と管路
システムの整合性

現状は、管路に関して、
固定資産台帳と管路システ
ム間の整合性を確認できる
状況にはない。固定資産台
帳も管路システムも、財務
報告やアセットマネジメン
トの観点から重要なデータ
であることから、両者の整
合性が確認できるよう固定
資産の登録方法を改善する
ことが望まれる。また、今
後の課題として、登録情報
の一元化や固定資産管理シ
ステムと管路システムの連

【水道局】
固定資産台帳と管路シス

テムは、運用目的が異なっ
ており、その元となるデー
タも異なるため、システム
間の完全一致は困難なもの
の、財務報告やアセットマ
ネジメントにおけるデータ
精度向上の観点から、令和
元年度以降、年度末の機会
に各々の内容を突合し、整
合を確認してまいります。

【検討中】

【下水道部】

【水道局】
令和元年度末に、固定資産

台帳と管路システムの各々が
保有するデータを突合し、生
じた差も含め、整合を確認し
ました。

【措置済み】

【下水道部】
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携等についても検討の余地
があると考える。

固定資産を適正に管理する
ためには、両システムの整合
性が取れていることが望まし
いため、平成 30 年度取得分
から、固定資産管理システム
と下水道台帳管理システムの
関連付けを構築いたします。

【検討中】

平成 30 年度と令和元年度
に取得した固定資産について
は、固定資産管理システム
及び下水道台帳管理システム
から固定資産が記載された一
覧表を出力し、一覧表の突
合を行い整合性を確認しまし
た。
令和 2 年度以降に 取得す

る固定資産については、下水
道台帳管理システムに対し
て、固定資産管理システム
と同一の登録情報を新たに追
加することで、固定資産の突
合の精度と効率性を更に向上
させていきます。

【措置済み】

75 水道局
（経営管
理課）

下水道部
（経営企
画課）

指摘 №1
Ⅱ 水道事業及び下水道

事業に共通する事項
4 財産管理及び物品

管理
固定資産の実査

水道局及び下水道部で
は、固定資産台帳の実査を
行うことが定められている
が、現状、実査までは実施
されていない。固定資産の
実査や識別コードの貼付な
ど固定資産の実査に関する
方針を明確化したうえで、
定められた方針に従い、定
期的に固定資産台帳と現物
との突合を行うべきであ
る。

【水道局】
水道事業の性質上、地中埋

設管路など、取得後の定期的
実査が難しい固定資産が多く
ありますが、実査や標識の貼
付などの範囲や方法等につい
て令和元年度に検討・実施い
たします。

【検討中】

【下水道部】
下水道部では、地中埋設物

を除く固定資産について、今
までの現存確認をより強化
し、除却資産の確認時に、稼
働中の固定資産も含めて確認
していますが、識別コードを
貼付した突合までは実施して
いないため、固定資産の実査
に関する方針については令和
元年度に検討いたします。ま
た、地中埋設物の実査確認に
ついては管路システムを活用
した老朽管の調査等を行って
まいります。

【検討中】

【水道局】
令和元年度に年 1 回の定期

実施や標識の貼付など実査に
関するルールを定め、当該ル
ールに基づいて実査を実施し
ています。
また、実査のできない地中

埋設管路などについては、固
定資産管理システムと管路シ
ステムにおいて同一の取得デ
ータと除却データが用いられ
ていることを決算整理時に確
認しています。

【措置済み】

【下水道部】
令和元年度から、備品に

は、資産名称と資産№等を記
載した固定資産管理番号シー
ルを貼付し固定資産台帳と突
合を行っています。 
また、平成 30 年度と令和

元年度に取得した地中埋設物
については、固定資産管理シ
ステム（固定資産台帳）と
下水道台帳管理システム
（管路システム）の登録状
況の突合を行い、整合性を確
認しました。 
令和 2 年度以降に取得する

固定資産については、下水道
台帳管理システムに、固定
資産管理システムと同一の
登録情報を追加し、更に突合
の精度と効率性を向上させて
いきます。 

【措置済み】
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77 水道局
（総務課）

下水道部
（経営企
画課）

意見 №5
Ⅱ 水道事業及び下水道

事業に共通する事項
5 人件費の管理
退職手当の負担

水道局では、退職時に水
道関係の所属であった職員
に対して退職手当を負担し
ている。また、下水道部で
は、下水道関係の所属で退
職する職員で在職期間の
80%以上を下水道に関わっ
ていた職員について退職手
当を負担している。
地方公営企業は独立採算

制が原則とされていること
から、職員の退職手当につ
いて、在職期間等を基準に
関係部局間で負担する方法
を採用するなど、負担関係
を見直す必要がないか一般
会計等と協議・検討するこ
とが望まれる。

【水道局】【下水道部】
他都市の状況を精査し、令

和元年度中には一般会計等と
の協議・検討を開始いたしま
す。

【検討中】

【水道局】【下水道部】
令和元年度中に、一般会計

等との協議・検討を開始し、
令和 2 年度に水道局と下水道
部との間で、協議・検討を行
いました。
異なる会計間における適切

な負担区分設定の観点や、発
生が見込まれる事務負担等を
踏まえ、引き続き協議・検討
を進めます。

【検討中】

79 水道局
（経営管
理課）

下水道部
（経営企
画課）

意見 №6
Ⅱ 水道事業及び下水道

事業に共通する事項
6 会計処理
遊休資産の評価

固定資産の遊休状態の判
定は、個々の資産単位では
なく、施設単位で行う方針
となっていることから、遊
休状態となっている個別の
資産を遊休資産として識別
しておらず、これらに対し
て減損会計の必要なプロセ
スが行われていない。
期末日時点の公営企業の

財政状態を適切に表すた
め、固定資産の遊休状態の
判定は、個々の資産毎に実
施する方針とすることが望
まれる。また、重要性の観
点から施設毎に遊休状態を
判断しているというのであ
れば、稼働している施設に
含まれる遊休資産に重要性
がないとの判断に至った経
緯を適切に文書化しておく
ことが求められる。

【水道局】
固定資産の遊休状態の判定

は、現在、施設単位で行って
いることから、個々の資産毎
に固定資産の遊休状態を判定
する方法について、令和元年
度に検討いたします。

【検討中】

【下水道部】
平成 30 年度に、個々の資

産毎に遊休の状況を精査し、
減損の兆候を認識しました。
令和元年度では減損損失の会
計処理を実施いたします。

【検討中】

【水道局】
令和元年度より、個々の固

定資産単位で遊休状態を判定
する方法に改めました。
また、上記方法により遊休

と判断された資産のリストを
作成し、重要性の有無を判断
したうえ、令和 2 年度中に遊
休資産の減損損失の会計処理
を行う予定です。

【措置済み】

【下水道部】
令和元年度に遊休資産の減

損損失の会計処理を行いまし
た。

 【措置済み】

82 水道局
（営業課）

指摘 №3
Ⅱ 水道事業及び下水道

事業に共通する事項
7 情報システム

OS及びデータベース
における特権アカウ
ント管理

OS及びデータベースに
おける特権アカウント情報

令和元年 7 月より、全ての
アカウントについて、アクセ

令和元年 7 月より、全ての
アカウントについて、アクセ
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は各業務システムの所管課
において、把握されてはい
るものの、アクセス権限管
理簿による点検及び管理が
実施されていない。アクセ
ス権限管理簿による主体的
な点検及び管理を実施すべ
きである。

ス権限管理簿に記載し、点
検・管理を行ってまいりま
す。

【検討中】

ス権限管理簿に記載し、点
検・管理を行っています。

【措置済み】

88 水道局
（計画整
備課）

意見 №11
Ⅲ 水道事業に関する事

項
1 事業計画
近隣市町村との連携
強化

自己水源と広域水道は代
替的な関係にあることか
ら、施設再編基本構想の策
定において、検討範囲を新
潟市内の施設に限定せず、
近隣市町村からの受水や施
設の共同設置等も選択肢と
して、広域水道の代替性評
価を行うことが重要であ
る。
まずは、近隣市町村と水

需要予測や施設規模、配水
能力等の情報を共有し、連
携を強化することが望まれ
る。

「施設再編基本構想」は、
令和 7 年度以降の事業計画策
定に向け、今後の施設整備の
方向性を示すものであり、施
設の現状の整理、課題の把
握、合理化の検討を行い、策
定作業を進めております。 
なお、広域連携について

は、新潟市の新潟広域都市圏
ビジョンにおける連携事業と
して、上水道の安定供給の推
進に取り組んでおり、連携市
町村と災害時等の相互援助の
検討を行っております。 
また、新潟県の基盤強化検

討会では、県内を 6 つのブロ
ックに分け、広域化の検討を
進めることとしており、広域
連携や民間活用などについ
て、意見交換を行っていま
す。 
これらを踏まえ、本市の現

状評価を進めつつ、新潟広域
都市圏ビジョンの取り組み
や、県の主導する広域化の取
り組みを通じて、必要な情報
共有などを進めてまいりま
す。

【検討中】

現在、新潟県が「新潟県
水道広域化推進プラン（仮
称）」の策定（令和 4 年度
末）を進めており、本市を含
め、県内の水道事業体は同プ
ランの策定に協力していま
す。同プランの策定状況を注
視し、本市にとって有益な施
策が提案された場合には、実
現に向けた検討を進めます。

【検討中】

92 水道局
（中央事
業所維持
管理課）

指摘 №5
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
貯蔵品の補助簿の月
次照合資料の保管

「緊急修繕用備蓄材料
表」と「貯蔵品管理システ
ム」の照合を毎月実施し、
照合結果資料を5 年間保管
するルールになっている
が、照合結果が保管されて
いない。事後的な検証可能
性を確保するためにも、資
料保管ルールの周知を行う

当面の対応として、月次照
合資料の適切な保管を平成
31 年 3 月に周知・徹底いた
しました。また、貯蔵品補助
簿（「緊急修繕用備蓄材料
表」）を廃止し、照合作業自
体を不要とするため、現行の
貯蔵品管理システムによる一
元管理を令和元年 8 月より実

月次照合資料については、
平成 31 年 4 月より適切な保
管を実施しております。ま
た、貯蔵品補助簿(「緊急修
繕用備蓄材料表」)は令和元
年 8 月に廃止し、現行の貯蔵
品管理システムによる一元管
理を実施しております。

【措置済み】
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ことが必要である。 施してまいります。
【検討中】

92 水道局
（中央事
業所維持
管理課）

意見 №12
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
貯蔵品（材料）の効
率的管理

貯蔵品(材料)は、「貯蔵
品管理システム」の他に
「緊急修繕用備蓄材料表」
を作成して管理している。
これは、担当課の業務内容
と貯蔵品管理システムへの
アクセス権限にミスマッチ
があることから、システム
外で別途管理資料を作成し
ているものである。
各係の業務内容と「貯蔵

品管理システム」のアクセ
ス権限を見直し、貯蔵品
(材料)の管理を「貯蔵品管
理システム」で一元化する
ことが望まれる。

令和元年 8 月より、アクセ
ス権限の見直しを含め、現行
の貯蔵品管理システムによる
一元管理を実施してまいりま
す。

【検討中】

令和元年 8 月より、貯蔵品
管理システムに貯蔵品管理担
当者のアクセス権限を追加
し、システムによる一元管理
を実施しております。

【措置済み】

93 水道局
（中央事
業所維持
管理課・
営業課）

意見 №13
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
貯蔵品の必要在庫数
量管理

必要在庫数量の管理方法
が担当課ごとに異なってい
る。別途管理資料を作成し
ている担当課がある一方、
必要数量の管理を行ってい
ない担当課もあり、効果的
かつ効率的な管理が行われ
ていない。
水道局として導入した

「貯蔵品管理システム」で
必要数量の管理は可能であ
ることから、当該システム
で一元管理することが望ま
れる。また、効果的な管理
を行うため、担当課ごとに
管理方法を変えるのではな
く、水道局として統一した
基準を設けることが望まれ
る。

中央事業所維持管理課が行
う修繕材料の在庫数量等の管
理については、令和元年 8 月
より、現行の「貯蔵品管理シ
ステム」での一元管理を実施
します。営業課が行う水道メ
ーター等の必要数量管理につ
いては、保管場所ごとに数量
管理できるシステムではない
ので、令和 3 年度稼働予定の
新貯蔵品管理システムにおい
て水道局として統一した基準
を設け、必要数量の管理を行
ってまいります。

【検討中】

中央事業所維持管理課が行
う修繕材料の在庫数量等の管
理については、令和元年 8 月
より、現行の「貯蔵品管理シ
ステム」での一元管理を実施
しております。
営業課が行う水道メーター

等の必要数量管理について
は、令和 3 年度に新稼働予定
の新企業会計「貯蔵品管理シ
ステム」において、庫別に入
出庫管理ができるようシステ
ム開発中です。

【検討中】

94 水道局
（営業課）

指摘 №7
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
棚卸差異の検証

新潟市水道事業会計規程 平成 31 年 2 月に、不一致 平成 31 年 3 月以降、年度
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では、棚卸差異が発生した
場合には、不一致の原因等
を記載した書類を作成のう
え管理者の決裁を受けるこ
とが定められている。しか
し、平成30年3月の棚卸に
おいて棚卸差異が発生して
いるにもかかわらず、この
書類が作成されていなかっ
た。
棚卸差異発生時の手順に

ついて、規程の周知・徹底
を行うことが求められる。

の原因等を記載した書類を作
成し、決裁を受けました。令
和元年度からは、棚卸差異発
生時の手順についての規程の
周知・徹底を行ってまいりま
す。

【検討中】

末の棚卸の際に、棚卸差異発
生時の手順について、周知・
徹底を行っています。

【措置済み】

95 水道局
（営業課）

指摘 №8
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
水道メーター棚卸の
実施

営業課が管理している水
道メーターの一部につい
て、事業年度末の棚卸が実
施されていない。新潟市水
道事業会計規程に従い、全
ての水道メーターについて
実地棚卸を実施すべきであ
る。

現在の処理手順において
は、一部のメーターが実地棚
卸しの対象外となってしまう
ことから、全ての水道メータ
ーが対象となるよう手順の見
直しを行い、平成 31 年 3 月
購入分から順次、実地棚卸を
実施してまいります。

【検討中】

平成 31 年 3 月以降に購入
した全ての水道メーターを対
象に、令和元年 5 月から、新
たに作成した在庫管理表を用
いて、本局及び各事業所・営
業所の在庫状況や出庫状況等
を管理したうえで実地棚卸を
実施しています。

【措置済み】

96 水道局
（計画整
備課）

意見 №15
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
太陽光発電設備の設
置・稼働状況

阿賀野川浄水場における
太陽光発電設備の投資シミ
ュレーションを行い、不採
算であるとの結果であった
が、「新・マスタープラン
中期実施計画(平成30年度
～平成32年度)」において
は、依然として太陽光発電
設備の設置を行うとされて
いる。不採算であるとの投
資シミュレーション結果を
受け、投資計画を修正する
など、適時に実施計画に反
映することが望まれる。

水道局では、水や電力など
の資源やエネルギーを多量に
使用する水道事業者の責務と
して、環境対策を継続的に実
施するため、新潟市水道局環
境計画（平成 28 年度～令和
6 年度）を策定いたしまし
た。
浄水場への太陽光発電設備

の導入は、環境計画の基本方
針に掲げた「地球温暖化の防
止」における施策の一つであ
り、不採算という結果だけを
以って中止すべきものではな
いと考えております。
ただし、ご意見のとおり、

そのような取り組みにおいて
も、事業経営の観点では、投
資効果のより高いものが求め
られます。このため、阿賀野
川浄水場への太陽光発電設備
の設置については、令和元年
度中に設備規模や設置環境な

阿賀野川浄水場への太陽光
発電設備の設置については、
投資効果を考慮し、阿賀野川
浄水場整備事業での設置を見
送ることとしました。しかし
ながら、浄水場への太陽光発
電設備の導入は環境計画の基
本方針に掲げた「地球温暖化
の防止」における施策の 1 つ
であるため、次期マスタープ
ランの策定に向けて、より効
果的な太陽光発電設備につい
ての検討を進めてまいりま
す。

【措置済み】
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どの採算性を考慮した検討を
行い、当初計画に対する見直
しを図ってまいります。

【検討中】

97 水道局
（経営管
理課）

意見 №16
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
遊休資産の把握漏れ

阿賀野川浄水場を現場視
察したところ、遊休となっ
ている資産が発見された
が、固定資産の減損会計の
適用における遊休状態の判
断を施設単位で行っている
こともあり、当該遊休資産
が遊休資産の一覧に集計さ
れていなかった。
稼働中の施設に帰属する

遊休資産を含めて、遊休資
産を網羅的に把握するた
め、各施設において少なく
とも年に1 回資産の稼働状
況及び今後の転用見込み等
を検討のうえ、経営管理課
に報告する体制作りが望ま
れる。

今回ご指摘のあった遊休状
態にある阿賀野川浄水場の脱
水機棟については、平成 30
年度末において浄水課より報
告を受けました。
今後は、遊休状態の判断及

び報告方法等について令和元
年度に検討いたします。

【検討中】

令和元年度より、全ての固
定資産について、少なくとも
年 1 回調査を行い、経営管理
課へ遊休資産を報告すること
とし、年度末に報告を受けて
います。

【措置済み】

99 水道局
（計画整
備課）

意見 №17
Ⅲ 水道事業に関する事

項
3 財産管理及び物品

管理
各浄配水施設の管理
方法等の統一

各浄配水施設の維持管理
情報等に関して、新潟市水
道局として管理方法等が統
一されていない。今後のア
セットマネジメントを行っ
ていく上で、各浄配水施設
の管理情報を統一し、効率
的かつ効果的に計画を策定
していくことが望まれる。

浄配水施設の管理情報の統
一については、以前より、そ
の必要性を認識しており、ア
セットマネジメントの継続的
な実践に向けた取り組みのな
かで、基礎となる必要情報の
整備などとあわせて検討を進
めております。
一方、平成 30 年末の改正

水道法では、水道施設台帳の
作成・保管、更新需要を含む
収支見通しの作成・公表が明
文化され、施設保全情報等の
一元管理が求められておりま
す。
以上をふまえ、令和 2 年度

末を目途に浄配水施設の管理
情報及び管理方法に関する対
応方針を定めてまいります。

【検討中】

現在、浄配水施設の管理部
署において、管理方法の改善
に向けた情報の収集・整理を
進めており、令和 3 年度前半
には全施設の管理情報を統一
的なデータベースとして構築
し、施設整備計画に反映させ
ていきます。さらに、それら
のデータをアセットマネジメ
ントでより有効に活用するた
めの施設情報の管理システム
導入について検討を進めてま
いります。

【検討中】

106 水道局
（経理課）

意見 №20
Ⅲ 水道事業に関する事

項



8 

4 入札及び契約
随意契約に際しての
契約金額の合理性

随意契約に際しての契約
金額の合理性検討過程につ
いて、見積調書に明確な記
載が行われていない案件が
多数識別された。
随意契約金額の決定に際
しては、下記のような対応
を行い、その検討過程の詳
細を見積調書に明確に記載
することが必要と考えられ
る。
・予定価格の算定に際し
ては、随意契約先以外の同
業他社からも参考見積書を
入手して、随意契約先の参
考見積額との比較衡量を行
う
・他社からの参考見積書
を入手することが困難な場
合には、随意契約先から入
手した参考見積書について
詳細な検討を行い、例え
ば、単価や数量・見積作業
時間の合理性等について、
同業他社のカタログ価格や
過去の同様の業務実績と比
較して、その適切性を検討
する

予定価格の算定に際して
は、随意契約先の参考見積
額と随意契約先以外の同業
他社の類似するカタログ価
格の他、過去の同様の業務
実績などと比較・検討を行
い、その経過を見積調書等
に明記します。
また、比較対象となる参
考価格等が入手できない場
合は、その理由について明
記してまいります。

【検討中】

従前より、各所管課におい
ては予定価格の算定にあた
り、標準的な歩掛りやカタロ
グ等で単価を精査するほか、
過去の同様の契約実績などと
も比較・検討したうえで、参
考見積書の見積額の妥当性を
判断し、予定価格を決定して
おります。また、技術の特殊
性や特殊な機器設備であるた
め、同業他社の類似するカタ
ログなどによる実勢価格との
比較検討や他業者からの参考
見積の入手が難しい場合は採
用理由等を随意契約依頼書に
明記しておりますが、各所管
課で予定価格の妥当性を検討
した書類等の添付ルールにつ
いて、局内で統一されていま
せんでした。
令和 3 年度から予定価格の
合理性検討過程が明確とな
るよう、予算執行伺に添付
する書類の統一ルールを設
定・周知してまいります。

【検討中】

112 水道局
（総務課）

意見 №23
Ⅲ 水道事業に関する事
項
5 人件費の管理
特殊勤務手当の支給
基準

特殊勤務手当の支給基準
を見直し、制度の趣旨に合
致しないものがあれば適正
化を図ることが望まれる。

特殊勤務手当の支給基準に
ついては、市長部局の基準を
精査したうえで見直しについ
て検討を行い、令和元年度中
に方針を決定いたします。

【検討中】

市長部局における支給基準
や他都市の状況等を踏まえ、
特殊勤務手当の支給基準の見
直しについて、関係機関と協
議を進めてまいります。

【検討中】

126 下水道部
（経営企
画課）

指摘 №13
Ⅳ 下水道事業に関する
事項
3 料金設定及び徴収
下水道料金支払拒否
者に対する下水道料
金の徴収

下水道料金支払拒否者に
対する下水道料金債権の滞
納額が多額となり、一部の
滞納債権が時効となってい
る事例があった。時効処理
となる前のもっと早期の段
階で、強制執行などにより
滞納額を回収すべきであっ
たと考える。

今後は下水道使用料のみの
支払拒否者が発生しないよう
にするとともに、当該対象者
に対しては令和元年度中に給
水停止措置の実施について水
道局と協議を進めます。
また、給水停止措置後も納
付がない場合は滞納処分を実
施します。

水道局と協議した結果、水
道料金は納付しているため、
給水停止措置は困難との結論
に至りました。
当該対象者に対しては、下
水道部で平成 29 年 3 月に制
定した「公共下水道使用料の
滞納整理事務取扱基準」に沿
って、訪問、文書催告など必
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【検討中】 要な滞納整理を進めていきま
す。

【検討中】

128 下水道部
（経営企
画課）

指摘 №14
Ⅳ 下水道事業に関する
事項
4 財産管理及び物品
管理
規程及び事務フロー
の整備

下水道部においては、固
定資産の管理・事務は「新
潟市公有財産規則」「下水
道事業の財務の特例に関す
る規則」に沿って業務を行
っているが、実際の業務に
おいては、下水道事業の実
務に合わせて資料の内容や
フローを適宜変更してお
り、必ずしも上記規則に厳
密に従って事務が行われて
いるわけではない。下水道
事業における実務を踏ま
え、マニュアルを整備する
ことが求められる。

令和元年度に下水道事業に
おける固定資産の管理・事務
を整理した上で、「新潟市公
有財産規則」と「下水道事業
の財務の特例に関する規則」
に沿ったマニュアル整備を進
めてまいります。

【検討中】

令和 2 年度に固定資産管
理・事務マニュアルを作成し
ました。

【措置済み】

128 下水道部
（経営企
画課）

意見 №31
Ⅳ 下水道事業に関する
事項
4 財産管理及び物品
管理
遊休資産の活用

下水道部において、遊休
資産の活用に関する方針・
計画等が明確化されておら
ず、廃止から相当期間経過
している資産の処分も進ん
でいない。
まずは、下水道部として
の遊休資産の活用に関する
方針等を明確化することが
望まれる。その上で、必要
に応じて、需要動向の把握
や実際に遊休資産の処分を
担当する部署を設置するな
どの体制づくりが望まれ
る。

遊休資産の活用に関する
方針・計画については、下
水道事業以外での活用の有
無や売却の可否についても
検討が必要なことから、令
和元年度は未利用施設の解
体要望として財産活用課へ
情報提供し、活用の有無等
について確認を行います。

【検討中】

遊休資産については、令和
元年度に減損処理したことで
売却の方針となりましたが、
解体費の財源確保が課題とな
り、早期の売却は難しい状況
です。今後は、財産活用課な
ど関係部署と協力しながら進
めていきます。

【措置済み】

130 下水道部
（下水道
計画課）

意見 №33
Ⅳ 下水道事業に関する
事項
4 財産管理及び物品
管理
施設の管理

各施設の維持管理情報等
に関して、システム管理が
可能であるが現状は紙ベー
スで管理を実施している。
また、下水道部として決ま
った管理方法等は存在して
いない。

今後の施設の維持管理を効
果的かつ効率的に実施するた
め、維持管理情報のフォーマ
ット統一と過去の維持管理情
報の登録について、令和元年
度に検討を行ってまいりま
す。

令和 2 年度より、ストック
マネジメントを実施する上で
必要とされる、点検情報及び
修繕履歴の維持管理情報を下
水道台帳（施設）管理システ
ムに入力できるよう運用方法
の見直しを行い、データの蓄
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 今後のストックマネジ
メントを行っていく上で、
各施設の管理情報を統一
し、効果的かつ効率的に計
画を策定していくことが望
まれる。また、過去の維持
管理情報をシステムに反映
させる方法を検討すること
が望まれる。

【検討中】 積を行っております。
【措置済み】

135 下水道部
（経営企
画課）

指摘 №16
Ⅳ 下水道事業に関する
事項
7 会計処理
簿外資産

平成17年の市町村合併に
より引き継いだ荻野町合併
浄化槽、流通センター処理
場、小新団地処理場の計3
つの施設について、簿外資
産となっている。資産の所
属について調査・判断を行
い、遅滞なく帳簿に反映す
ることが必要である。

ご指摘のありました 3 施設
については、遊休状態となっ
ている施設として、平成 30
年度に減損の兆候を認識しま
した。令和元年度では減損損
失の会計処理を実施いたしま
す。

【検討中】

ご指摘のありました 3 施設
については、令和元年度に帳
簿に反映し、減損損失の会計
処理を行いました。

【措置済み】

135 下水道部
（経営企
画課）

指摘 №17
Ⅳ 下水道事業に関する
事項
7 会計処理
減損の判定

遊休状態となっている施
設9 件（早通南処理場、尾
山ニュータウン処理場、葛
塚東処理場、新崎団地処理
場、柳原処理場、太夫浜処
理場、美里処理場、新崎南
処理場、横戸処理場）につ
いて、減損の判定が行われ
ていない。
公営企業の財政状態を適
切に反映する為、遊休資産
については、毎期減損の判
定を実施し、減損損失の計
上が必要と認められる施設
については、適切に減損損
失を計上することが必要で
ある。

ご指摘のありました 9 施設
については、遊休状態となっ
ている施設として、平成 30
年度に減損の兆候を認識しま
した。令和元年度では減損損
失の会計処理を実施いたしま
す。

【検討中】

 ご指摘のありました 9 施設
については令和元年度に減損
損失の会計処理を行いまし
た。

【措置済み】

※「措置状況の内容等」欄に、カッコ書きで記載の措置区分について

 【措置済み】は、措置を実施済みのもの 

 【不措置】は、不措置とすることを決定したもの 

 【検討中】は、措置方針を検討中のもの、または、措置方針は決定したが未実施のもの 

を示しており、担当部署からの報告内容を基に、監査委員事務局が追記し、担当部署が確認したものです。 

 なお、外部監査人の指摘について【検討中】としたものは、次年度も継続して確認を行い、検討の結果

を公表する予定です。また、今後の定期監査等においても、適宜、状況確認を行います。 


